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平成２０年度
全国婦人保護施設等
指導員研究協議会
行政説明（※会議後一部修正）

平成２０年１１月１３日（木）

厚生労働省 雇用均等・児童家庭局

家庭福祉課
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１．婦人保護事業
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１．根拠法等
①売春防止法（昭和３２年制定）
②ＤＶ法（平成１３年制定）（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律）

③人身取引対策行動計画（平成１６年12月策定）

２．対象女性
① 売春経歴を有する者で、現に保護、援助を必要とする状態にあると認められる者
② 売春経歴は有しないが、その者の生活歴、性向又は生活環境等から判断して現に
売春を行うおそれがあると認められる者

③ 配偶者からの暴力を受けた者（事実婚を含む）
④ 人身取引被害者
⑤ 家庭関係の破綻、生活の困窮等正常な生活を営む上で困難な問題を有しており、
かつ、その問題を解決すべき機関が他にないために、現に保護、援助を必要とする
状態にあると認められる者

（恋人からの暴力被害者等③に該当しない者についても、⑤の運用において対応する
など、積極的に保護、援助に取り組む。）

婦 人 保 護 事 業 の 概 要 （２／１）
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婦 人 保 護 事 業 の 概 要 （２／２）

３．主たる目的
① 売春防止法に基く、「要保護女子」（性行又は環境に照して売春を行うおそれの

ある女子）の転落の未然防止と保護更生
② ＤＶ法に基づく、配偶者からの暴力の被害者である女性（暴力被害女性）の保護
③ 人身取引対策行動計画に基く、人身取引被害女性の保護

４．主たる事業
① 社会環境の浄化、配偶者からの暴力の防止等に関する啓発活動
② 要保護女子、暴力被害女性の早期発見、人身取引被害者の認知・把握
③ 必要な相談、調査、判定、指導・援助、一時保護
④ 売春防止法に基づく収容保護、配偶者暴力防止法に基づく保護

５．実施主体
都道府県本庁、婦人相談所、婦人相談員、婦人保護施設
（社会福祉関係等の関係機関、民生委員等の協力機関との緊密な連携が重要。）
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婦 人 相 談 所

昭和３２年４月～
売春防止法に基づき都道府県が設置。（４７か所）
①「要保護女子」（ 性行又は環境に照して売春を

行うおそれのある女子 ）に関する相談

②調査、医学的・心理学的・職能的判定及び指導
③一時保護

平成１４年４月～
ＤＶ法に基づく「配偶者暴力相談支援センター」の機能を果たす。

平成１６年１２月～
人身取引対策行動計画に基づき人身取引被害者の保護を行う。
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婦 人 相 談 員

昭和３２年４月～
売春防止法に基づき、社会的信望があり熱意と識見を持っている者のうちから、
都道府県知事又は市長から委嘱され要保護女子の発見、相談、指導等を行う。

平成１４年４月～
ＤＶ法に基づき、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。

平成２０年年４月１日現在
婦人相談員の数 ４７都道府県 ４３６人（うち婦人相談所２２３人）

２６２市（東京２３区含） ５８２人（前年度は２４０市）
合計 １０１８人



7

0

200

400

600

800

1000

1200

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

市の婦人相談
員

都道府県の婦
人相談員

９８０人

８６７人 ９０４人

婦人相談員数の推移（H16年度～H20年度）

○ 婦人相談員の配置数は年々増加

○ 市の婦人相談員の増加が顕著

９１５人
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夫等の暴力

子・親・親族の暴力

上記以外の暴力

暴力以外の家族親族の問題（離
婚問題を含む）

男女・性の問題（売春を含む）

上記以外の人間関係

住居問題・帰住先なし

医療関係（精神、妊娠・出産を含
む）

経済関係

２３，７５８人
６，４８５人

１０，１１０人

婦人相談所および婦人相談員が受付けた来所相談の状況
（内容別内訳）

○ 「夫等の暴力」を内容とする相談は来所相談全体の３０．７％。
○ 「夫等」「子・親・親族」「上記以外」の３つを合わせると、全体の
３４．７％を暴力被害の相談が占めている。

２，５０３人

７７，４４１人

３，６５８人

６，２８６人

平成１９年度

２２，６９９人

５９５人

１，３４７人
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１８歳未満

１８～２０歳未満

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳以上

不明

８，４４６人

婦人相談所及び婦人相談員が受付けた来所相談の状況（年齢別）

○ ３０～５０歳代の相談者が全体の６７．２％を占める。
○ ６０歳以上の相談者は１０．９％。

２６，５９６人

７７，４４１人

８，９６３人

平成18年度

１，３３８人

５０１人

１６，５０５人

７５人

１５，０１７人
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○ 婦人相談所及び婦人相談員における夫等の暴力の相談件数は年々増加。○ 婦人相談所及び婦人相談員における夫等の暴力の相談件数は年々増加。
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夫等の暴力の相談件数及び相談全体に占める割合（来所相談）
（人数）

※（ ）内は、相談全体に占める夫等の暴力の割合。

(２８．３%)
(１９．２%) (２４．２%) (２５．６%)

婦人相談所及び婦人相談員による相談

（厚生労働省家庭福祉課調べ）

(２８．９％) (２９．６％) （30.7％）
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婦人相談所における一時保護

昭和３２年４月
売春防止法に基づき、婦人相談所に要保護女子の一時保護を
行う施設を設置。（４７か所）
（平成１９年４月～定員を超える場合は一時保護委託が可能となった。）

平成１４年４月～
ＤＶ法に基づき、暴力被害女性及び同伴家族の一時保護を
行うこととされた。
（同年度より一時保護委託を実施）

平成１６年１２月～
人身取引対策行動計画に基づき、婦人相談所及び
一時保護委託先施設において、人身取引被害者の
一時保護を行うこととなった。

（平成１７年度より一時保護委託を実施）
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○ 婦人相談所により一時保護された女性及び同伴家族の数をみると、平成１３
年度から平成１６年度にかけて増加し、その後は微増減の傾向。

○ 主訴別内訳をみると、「夫等の暴力」を入所理由とするものの割合が６割～７割。
○ 平均一時保護日数は１４．４日（平成１９年度）

○ 婦人相談所により一時保護された女性及び同伴家族の数をみると、平成１３
年度から平成１６年度にかけて増加し、その後は微増減の傾向。

○ 主訴別内訳をみると、「夫等の暴力」を入所理由とするものの割合が６割～７割。
○ 平均一時保護日数は１４．４日（平成１９年度）

婦人相談所による一時保護

55295 ,285 5 ,4785 ,5185 ,0294 ,642

3 ,085

H13年度 H14年度 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度

（件数）

7,908

10,903 11,476

55.5％

同伴家族
一時保護された女性
（うち夫等の暴力を理由とする者）

69.3％

12,059

66.6％63.5％
（注1）

注1）夫等の暴力を入所理由とする者の割合。

4,823

6,261 6,447 6,541

(2,680)

(3,974) (4,296) (4,535)

11,837

68.8%

6,449

(4,438)

6,359

(4,565)

71.8%

11,734 12,007

6,478

（4､549）

70.2%
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夫等の暴力

子・親・親族の暴力

上記以外の暴力

暴力以外の家族親族の問題
（離婚問題を含む）

男女・性の問題（売春を含む）

上記以外の人間関係

住居問題・帰住先なし

医療関係（精神、妊娠・出産を
含む）

経済関係

6,478人

４，５４９人

４４６人

９６７人 ４７人５７人

婦人相談所における一時保護の状況

○ 「夫等の暴力」を理由とする保護が全体の７０．２％を占めている。
○ 「夫等」「子・親・親族」「上記以外」の３つを合わせて、全体の７９．２％を
暴力被害が占めている。

平成１９年度

１３８人
１２０人

１２３人

３１人
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１～５日

６～１０日

１１～１５日

１６～２０日

２１～３０日

３１日以上

6,478人

１，７８７人

７１１人

８１８人
６３２人

一時保護された女性の一時保護期間別の状況

○ 一時保護人員の６６．６％が１５日以内で退所している。
○ 平均一時保護日数は、１４．４日

平成１9年度

１，１２１人１，４０９人
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○施設等への入所 １，８２３人（２８．９％）
○帰宅 １，１７６人（１８．６％）
○帰郷（実家等） ８５４人（１３．５％）
○自立 ８４３人（１３．３％）

○その他 １，６１９人（２５．６％）

※このほかに同伴家族が５，１１０人いる。うち４，８６４人
（９５．２％）は女性と同じ移行先へ。
母子分離して児童相談所に保護された児童は１７３人
（３．４％）。

一時保護された女性の一時保護後の主な状況
（平成１９年度中の退所者）
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○ 平成１４年度に一時保護委託制度を創設。

○ 平成１９年度における一時保護委託人数は、３，750人(被害女性1,661人、同伴
家族2,089人)、女性本人の平均在所日数１４．３日となっている。（ＤＶ以外を含む）

○ 一時保護の委託契約施設については、平成２０年４月１日現在で261施設。

○ 平成１４年度に一時保護委託制度を創設。

○ 平成１９年度における一時保護委託人数は、３，750人(被害女性1,661人、同伴
家族2,089人)、女性本人の平均在所日数１４．３日となっている。（ＤＶ以外を含む）

○ 一時保護の委託契約施設については、平成２０年４月１日現在で261施設。

ＤＶ被害者の一時保護委託（契約施設数）

(注１) 母子生活支援施設を除く。
(注２) （ ）内は、平成19年4月1日現在

８

（６）

身体障害
者更生援
護施設

６

（４）

保護施設

３
（５）

その他

４

（７）

老人福祉
施設

９

（６）

知的障害
者更生援
護施設

９６

（９７）

母子生活
支援施設

２６１

(２５６)

２０

（１９）

２５

（２３）

９０

（８９）

か所数

(注２)

合 計
婦人保護
施設

児童福祉
施設

(注１)

民間団体
施設区
分

ＤＶ法第３条第４項に基づく一時保護の委託契約施設数（平成２０年４月１日現在）
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※ 下記の１，４３９人のほかに、人身取引被害者の一時保護委託が２１人、要保護
女子の一時保護委託が２０１人いる。合計すると１，６６１人。

※ さらに、１，６６１人のほかに、同伴家族の一時保護委託が２，０８９人いる。

※ 下記の１，４３９人のほかに、人身取引被害者の一時保護委託が２１人、要保護
女子の一時保護委託が２０１人いる。合計すると１，６６１人。

※ さらに、１，６６１人のほかに、同伴家族の一時保護委託が２，０８９人いる。

ＤＶ被害者の一時保護委託（委託人数）

(注１) 母子生活支援施設を除く。

１

身体障害
者更生援
護施設

１１

保護施設

４５

その他

１

老人福祉
施設

２

知的障害
者更生援
護施設

３６０

母子生
活支援
施設

１４３９４１０１７５９２

委
託
人
数

合 計
婦人保護
施設

児童福祉
施設

(注１)

民間団体

施
設
区
分

ＤＶ法第３条第４項に基づく一時保護の委託人数数（平成１９年度）
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ＤＶ被害者に対する一時保護委託費の充実

（２０年度）
被害者１人一日あたり

(14日以内）７，６５０円

(14日超） ７，５００円

（19年度）

被害者１人一日あたり

（14日以内） ６，４９０円

（14日超） ５，１１０円

一時保護委託先におけるＤ
Ｖ被害者について、

処遇の改善をはかり、
自立に向けた支援を強化
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平成２１年度概算要求①

ＤＶ被害者に対する一時保護委託費の充実

一時保護委託された同伴家族のうち乳児+幼児は

５３．０％（１９年度実績）を占める。

一時保護委託費の同伴児童加算について乳幼児
用の単価を設定し、一時保護委託中の乳幼児への
適切なケアと母親への養育支援を行うことができる
体制を確保したい。
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婦 人 保 護 施 設

昭和３２年４月～
売春防止法に基づき、要保護女子を収容保護する施設を都道府県、
市町村又は社会福祉法人が設置することができる。

平成２０年４月１日現在
全国５０か所（４０都道府県に設置）
（公営２３施設、民営２７施設）

平成１４年４月～
ＤＶ法に基づき、暴力被害女性の保護を行うことができる。

このほか、一時保護委託先として、
暴力被害女性、人身取引被害者等を

受け入れている。
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夫等の暴力

子・親・親族の暴力

上記以外の暴力

暴力以外の家族親族の
問題（離婚問題を含む）

男女・性の問題（売春を
含む）

上記以外の人間関係

住居問題・帰住先なし

医療関係（精神、妊娠・
出産を含む）

経済関係

５０１人

５０人

婦人保護施設における在所者の理由別入所内訳

○ 「夫等の暴力」を理由とする入所者が全体の３８．１％を占めている。
○ 「夫等」「子・親・親族」「上記以外」の３つの暴力被害による入所者が４６．３％。
※ なお、１，３１４人のほかに、同伴家族５０３人（うち同伴児童５０２人）がいる。

９７人

１，３１４人

３９３人

１８７人

平成１９年度

１２人３５人３８人
１人



22

６ヶ月未満

１年未満

２年未満

３年未満

５年未満

１０年未満

２０年未満

２０年以上

６４人

６５人
４５人 ６９人

婦人保護施設における在所者の在所期間

○ 在所者の５４．１％が６ヶ月未満で退所している。
○ ２０年以上在所している女性は５．３％である。

１，３１４人

１６５人

１３４人

６１人

平成１９年度

７１１人
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１８歳未満

２０歳未満

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳以上

婦人保護施設における在所者の年齢

○ ３０歳代の女性が２４．４％で最多。以下、５０歳代、４０歳代、２０歳代と続く。
○ 児童（１８歳未満）は１．５％、未成年（１８歳未満＋２０歳未満）は４．３％。
○ ６０歳以上の女性は１１．７％である。

１，３１４人

２５０人

２８６人

平成１９年度

２４７人

２０人
３６人

３２１人

１５４人



24

事務従業者

販売従業者

工員

風俗営業関係

風俗以外のサービス業

その他の職業

専業主婦

ホームレス

ホームレス以外の無職

不明

婦人保護施設における在所者の入所前の職業

○ 何らかの有職者であった女性は４０．４％。専業主婦であった女性は１５．８％。
○ 風俗営業関係の従事していた女性は６．７％である。
○ ホームレスであった女性は５．６％である。
○ 無職で、専業主婦ではなく、ホームレスでもなかった女性が最多の３０．１％。

１，３１４人

３９６人

平成１９年度

１２８人

３８人
３９人 ８５人

８８人

１５３人

２０８人７３人

１０６人
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通常の健康状態

手帳の保持

その他の病弱者

婦人保護施設における在所者の心身の状況

○ 通常の健康状態の女性が在所実人員の５６．９％を占める。
○ その他の病弱者（在所中に通院・入院歴または常備薬のある女性）は２５．６％。
○ 療育手帳Bを保持する女性が在所実人員の９．９％。

計１，３１４人

３３７人

平成１９年度

７４８人

２２９人の内訳（重複回答あり）：
療育手帳A５人・B１３０人
精神障害者保健福祉手帳
１級７人・２級５２人・３級２９人
身体障害者手帳1/2級１３人・３級以下１７人

２２９人
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就労

不就労

婦人保護施設における在所者の就労状況

○ 在所者の６１．２％は施設内か施設外で就労している（重複回答あり）。

１，３１４人

５１０人

平成１９年度

８０４人
（施設外４８３）
（施設内４３１）
（重複回答あり）
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婦人保護施設入所状況の推移

婦人保護施設入所状況の推移
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1,000
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2,000

2,500

3,000
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等
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人
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新規入所人員 要保護女子・暴力被害女性延人員
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夫等の暴力の被害
者

人身取引被害者

要保護女子

同伴家族

婦人保護施設における一時保護委託の受入れ状況

○ 夫等の暴力を理由とする女性は３５．７％を占める。
○ 一時保護委託受入れの５２．６％は同伴家族である。

計１，１５０人

平成１９年度

４１０人

６０５人

４人

１３１人
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措置入所・本人

委託・本人

措置入所・同伴児

委託・同伴児

婦人保護施設における児童の受入れ状況

○ 措置入所と一時保護委託を合計して１，１１４人の児童が滞在した。
○ 同伴児童として滞在した児童が９８．０％を占める。
○ 本人として滞在した児童は２．０％。

計１，１１４人

平成１９年度

５０２人５９０人

２０人 ２人
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平成２１年度概算要求②

婦人保護施設における
子どものケアの充実

同伴児童のケアを図るための指導員を配置する。そ
れにより、保育や学習支援を含めたケアの充実強化
を図るとともに、母親に対し、子育てへの自信回復に
向けた助言を行い、退所後を見据えた子育て支援機
関との連携をより円滑に行うことができる体制を確保
したい。
（条件：配置基準を満たしていること）
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婦人保護施設利用者に対する地域生活移行支援

婦人保護施設

○ 平成19年3月29日付雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知で、いわゆる

「ステップハウス」の運営を容認
《ステップハウス》

退所後の自立に向けた支援の一環として、施設の近隣のアパート等を利用し
て生活訓練を行う。

近隣のアパート等
・措置費の支弁が可能
・アパートの賃借料については、社会福祉法人本部経理区分
から支出が可能

・職員が施設における支援とともに一体的に対応できる距離にあ
るアパート等で実施

・利用者や婦人相談所との十分な協議
・日常生活に必要な設備、保健衛生・安全に配慮
・生命や身体の安全の確保への配慮

※平成20年4月現在 実施施設３ヶ所
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婦人保護施設退所者自立生活援助事業

児童虐待・DV対策等総合支援事業(統合補助金）

退所者のうち支援を希望する女性が10名以上いる婦人保護施設

婦人保護施設を退所した女性が、地域社会で安定した
自立生活が継続できるよう支援する(アフターケア)

・ 訪問指導等による日常生活に対応する援助

（食生活、健康管理、金銭管理等）
・ 地域及び職場での対人関係の調整等
・ 関係機関等への同行支援
・ その他社会生活における相談、余暇指導等

(※平成1９年度 実施施設17ケ所）
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婦人保護施設における退所者支援の充実

退所したＤＶ被害者等に対する住居や職場等への訪問による
支援など、きめ細かく継続的なアフターケアを実施する。

（２０年度～）

対象者10人
154.4万円

（例）対象者15人の場合

154.4万円＋（129,900円×5人）
＝219.35万円

（従来の補助方式）

対象者10人以上

一律 154.4万円
（例）対象者15人の場合

154.4万円（10人の場合と同じ）

対象者が10人を超える施設については
10人を超える対象者1人あたりの基準額をあら
たに設定し、対象者数に応じた補助方式に改め
る。

１人あたりの基準額129,900円を設定
129，900円

129，900円

129，900円

129，900円

129，900円
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婦人保護施設等に入所又は退所した女性等が、就職、アパート等を賃借する際に、
施設長等が身元保証人になった場合の損害保険契約を、全国社会福祉協議会が契
約者として締結し、その保険料について補助を行う。

身元保証人確保対策事業(平成19年度創設）

アパート等の賃借

就職施設長
身元保証

保証期間
就職時の身元保証及びアパート等賃
借時の連帯保証は、1年毎の更新とし、
最長3年間

補償限度額
・ 就職時の身元保証 200万円
・ アパート等賃借時の連帯保証

120万円または家賃等の6か月分のいずれか少ない額

施設長
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婦人保護施設
心理療法担当職員の常勤化

婦人保護施設における積極的な活用を期待

＜条件＞

・心理療法が必要と婦人相談所長が認めた女性・ 同
伴家族が１０名以上いる。（ＤＶに限定せず）

・心理療法を行うための部屋（専用室が望ましい）及び
必要な設備を有する。

・配置基準を満たしている。
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平成２０年度子ども未来財団調査研究委託

「婦人保護施設における同伴児と親支援に関する調査研究」

• 久しぶりに行われる婦人保護施設の全国調査

• 調査の全体構成
①全国婦人保護施設機能調査

（同伴児に対するケア機能を中心とする実態調査）

②全国婦人保護施設利用者調査（措置入所の利用者）

③全国婦人保護施設利用者調査（一時保護の利用者）

④全国婦人相談所一時保護所における同伴児に対するケア機能調
査（補足調査）

・ 約9割の回収率－ご協力、ありがとうございました！

（現在、研究チームが鋭意分析中です。）
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平成１９年度厚生労働科学研究政策科学総合研究事業

「ＤＶ被害者の支援に関するガイドライン作成に関する研究」

・これまでに得られた実証的なデータをもとに、支援者がより現実的な支援策を
講じるためのてがかりとなることを期待。
・ＤＶ被害者支援にはじめて関わる各支援機関の職員、医師、心理士、弁護士、
看護師、保健師等の専門家も適切にかつ均質な支援が提供できることを目指し
た。

第１章 ＤＶについて
第２章 法的支援
第３章 ＤＶ被害者への支援
第４章 評価尺度
第５章 ＤＶ被害者支援機関の機能と役割
第６章 ＤＶ被害者への心理療法・介入プログラム
第７章 支援者のメンタルケア

現場でご活用ください！
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２．ＤＶ被害者への支援



3

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」のスキーム

被 害 者 国 民
（医師等）

配偶者暴力相談
支援センター

○相談
○カウンセリング
○緊急時における安全の
確保

○一時保護
○自立支援・保護命令利
用・シェルターの利用
についての情報提供・
助言・関係機関との連
絡調整・その他の援助

配偶者暴力相談
支援センター

○相談
○カウンセリング
○緊急時における安全の
確保

○一時保護
○自立支援・保護命令利
用・シェルターの利用
についての情報提供・
助言・関係機関との連
絡調整・その他の援助

相手方
申立人の配偶者・元配偶者

（事実婚を含む）

発
令

保護命令違反に対する罰則
○1年以下の懲役または100万円以下の罰金

連 携

連 携

連 携

委 託

①発見した者による通報
の努力義務

②医師等は通報できる
（被害者の意思を尊重す
るよう努める）

保護命令の申立て

地裁の請求
に基づく
書面提出等

地裁の請求に基づく書面提出等

保護命令（身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫）

○接近禁止（6か月）
○住居からの退去・住居付近のはいかい禁止（2か月）
○同居する子への接近禁止（6か月）
○親族・支援者等への接近禁止（6か月）
○電話等通信の禁止（6ヶ月）

地方裁判所

警 察
○暴力の制止
○被害者の保護
○被害発生防止
のために必要
な措置・援助

一時保護委託先
（民間シェルター、
母子生活支援施設、
婦人保護施設等）

福祉事務所
○自立支援等
（母子生活支援施設への
入所、保育所への入所、
生活保護の対応、児
童扶養手当の認定等）

民間団体
○自立支援等

情報提供努力義務

通知

通知

市町村の努力義務
○ 基本計画の策定
○ 支援センターの設置

身体に対する暴力又は生命に対
する脅迫が保護命令の対象
※ 配偶者暴力相談支援セン

ター・警察への相談がない場合、
公証人面前宣誓供述書を添付

保護（施設入所）
（母子生活支援施設、
婦人保護施設等）

入 所

入 所
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厚生労働行政におけるＤＶ被害者の自立支援の取組について

婦人相談員 全国 ９８０人（平成１９年４月１日現在）

相談 カウンセリング 情報提供

福祉事務所（もしくは市町村）

生活保護 母子生活支援施設入所
保育所入所 子育て短期支援事業
母子家庭等日常生活支援事業

児童扶養手当の支給 等

被
害
者

自

立

（配偶者暴力相談支援センター１７８か所）

うち 婦人相談所 ４７ヶ所

相談 カウンセリング 情報提供
一時保護（民間シェルター等への委託を含む）

同伴児童への対応
婦人保護施設への入所 等

母子家庭等就業・自立支援センター
職業相談から就業支援講習会の実施、就業情報提供等

公共職業安定所（ハローワーク）
特にマザーズハローワーク・マザーズサロンにおける子育て女性などに

対する就職支援

児童相談所
心理的虐待等を受けた子どもへの心理的ケア、子育て相談等

連

携

・

協

力

婦人保護
施設
生活支援
心理的ケア
自立支援

母子生活
支援施設
生活支援
子育て支援
心理的ケア
自立支援

他省庁
等関係
機関

警 察

裁判所

公営住宅
窓口

等
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一時保護における在所者数のうち外国人数・比率

10.50%9.42%10.79%9.79%8.48%14.42%7.80%外国人同伴率

8810782889688203649250173495うち外国が親同伴

83923830758310183764765343479144804合計延人
員

9.59%8.12%9.04%8.52%7.74%14.21%7.23%外国人同伴率

530445478470389313223うち外国人が同伴

5529547852855518502922033085合計実人
員

同伴家族一時保護
数

10.10%－－－－－－外国人率

6585－－－－－－うち外国人

65223－－－－－－合計延人
員

8.95%8.50%8.77%7.96%6.94%－－外国人率

407388389361298－－うち外国人

4549456544384535429639742680合計

実人
員

うちＤＶ
のみ

9.44%9.28%9.94%7.71%5.82%5.45%4.75%外国人率

8830857195247555554050653373うち外国人

93496923889582998033951399293071025合計延人
員

8.40%7.83%8.99%6.93%5.57%5.13%4.31%外国人率

544498580453359321208うち外国人

6478635964496541644762614823合計実人
員

一時保護数（本人）

H19年度H18年度H17年度H16年度H15年度H14年度H13年度
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平成２１年度概算要求③

人身取引被害者や外国人ＤＶ被害者を支
援する専門通訳者養成研修

外国人女性の一時保護件数は、ＤＶ被害者を中心
に増加傾向にあり、一時保護件数全体に占める外国
人女性の割合もまた増加傾向にある。
しかし、被害者支援の経験や人身取引やＤＶの専

門的な知識を持った通訳者が不足している。
専門的な研修を実施し、外国人の一時保護の適切

な実施を図ることとしたい。
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３．人身取引被害者への
支援
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人身取引とはなにか

人身取引は、時系列的には、被害者の獲得から搾取までのプロセス。

人身取引の3要素＜目的＞＜手段＞＜行為＞
＜目的＞搾取（性的搾取、強制労働、臓器摘出等）の目的で、
＜手段＞暴行、脅迫、誘拐、詐欺、権力濫用、他人を支配下に置く者

に対する金銭・利益の授受等の手段を用いて、
＜行為＞人を獲得し、輸送し、引き渡し、蔵匿し、収受すること。

※＜手段＞が用いられた場合には、被害者が＜目的＞に同意しているか否かを
問わない。

※児童（18歳未満）の場合、＜目的＞と＜行為＞があれば＜手段＞が用いられ
ない場合であっても人身取引とみなされる。

（「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人、特に女性及
び児童の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書」による。「国際組
織犯罪防止条約」「人身取引議定書」と略すことが多い。）
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人身取引対策行動計画
（平成16年12月7日決定）

〈人身取引の防止〉
○入管局との連携による出入

国管理の強化
○偽装結婚対策
○不法就労防止の取組
○売買春防止対策
〈人身取引の撲滅〉
○取締りの徹底
○人身売買行為の事件化
○諸外国の捜査機関等との連
携強化及び情報交換の推進

〈被害者の保護〉
○被害者の発見・認知
○交番等に駆け込んだ被害者の

保護
○被害者の安全確保
○シェルターの提供
○捜査に協力する被害者に対する

被害者の心理面への配慮
○被害者の帰国支援

人身取引事犯への対応
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人身取引被害者

警察、入国管理局、婦人相談所、ＮＧＯ、在京大使館による保護

婦人相談所における一時保護

相談窓口・取締りにおける
被害者の認知

被害者等からの保護要請
（交番等への駆け込み）

民間シェルター等における
一時保護委託

・カウンセリング・相談活動の実施
・入国管理関係手続きの弾力的な運用
・在留特別許可の弾力的な運用による被害者の救済
・被害者の安全確保

被害者の母国における社会復帰

・地方入国管理局による法的地位の付与
・駐日外国公館による自国民の利益の保護
・国際移住機関（IOM）による帰国支援（平成17年5月開始）

人身取引被害者保護の流れ

被害者への支援に資する国際協力

相 談

帰国
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人身取引被害者の一時保護委託先
（平成１３年度～20年度）
（20年度については9月30日まで）

婦人保護施設 ３２人

母子生活支援施設 ２８人

民間シェルター １９人

児童自立援助ホーム １人
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ご静聴ありがとうございました。




